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Ⅰ．体系的処遇改善（資格等級制度）の策定

１．役割と責任の段階での等級区分

① 仕事の役割を大括りに把握し、組織における「役割と責任の段階」を等級に区分した全社共通の資格制度です。

② 職種や職群別及び役職位別に「役割グレード」を設定し、複線的な賃金体系を採用します。

③ 同一の等級に格付けされていても同一の賃金とは限らず、実力を評価して賃金を決定する。また、同一の役職ポストであって
も仕事の「難易度」と「達成度」が違えば賃金も異なります。

④ 等級の基軸が役割・責任であるため、昇格のみならず降格もあります。従って、賃金も昇給のみならず降給もありえます。

２．役割グレードの導入も検討

役職位、資格等級が同じでも担当職務の目標や対象範囲の取扱量の大小によって｢難易度｣が異なるため、経営の三大資源
の大きさを物差しとして同一役職位、資格等級を幾つかに区分して役割グレードを決定します。
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Ⅱ．体系的処遇改善（人事考課制度）の策定

１．目標管理制度の検討

目標管理制度は全体目標達成のため各人がそれぞれ自発的に目標を設定し、その達成のための方法・手段も自由裁量の余
地を大きくして自己管理を中心に目標達成をはかるものです。
目標管理制度は成果主義的な業績管理制度とイコールとして位置づけ、人事考課制度の成績考課に連動することによって、絶
対考課の物差しとすることができます。

※ 業績管理制度とは管理会計の考え方を取り入れた分権管理体制の手法です。

２．コンピテンシー(プロセス評価)の検討

今までの人事考課要素はロバート・カッツのスキル取得モデルを軸に職務遂行能力として設定されてきました。しかし、近年で
は『高業績者の行動特性』をモデル化したコンピテンシー(competency)が注目され、多くの企業に導入されつつあります。職務
遂行能力とコンピテンシーとの大きな違いは、次のとおりです。

（スキル取得モデル） （コンピテンシーモデル）
① アプローチの原点 ･･････ 人事管理からのアプローチ 心理学からのアプローチ
② 人間哲学 ･･････････････ 性善説 性悪説
③ 目 的 ････････････････ 人の軸からの修正 職務の軸からの修正
④ 能力の捉え方 ･･････････ 標準者を基準 高業績者を基準
⑤ 能力基準 ･･････････････ 定性的 定量化

３．多面評価の活用検討

多くの企業に導入されている目標管理制度、人事考課制度の運用は、職能面接を軸に上司と部下の話し合いで目標の決定、
評価及び指導という形態で行われています。しかし、この方法では次のような問題点が生じます。

① 長期的で難易度の高い目標を設定されにくい。(チャレンジ性の欠如)
② 上司と部下の間に信頼がなく、評価の結果に不満が多い。
③ 上司のコーチング能力が低いために生ずる部下のやる気の喪失。

特に目標管理制度を導入されている企業においては管理・監督者向けにコーチングセミナー等が行われています、それほど
効果が上がっていないのが現状です。これらの問題を解決すべく上司からだけの評価だけではなく、人間関係論(Ｅ.メイヨー)
に基づく同僚、部下、他部門からの評価を加えた３６０度多面評価の活用が望まれます。
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Ⅲ．報酬管理（賃金制度）の策定

１．賃金管理の検討
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① 生産性と賃金の関係

賃金の決定基準は前述のように、四つの原則と種々の調整要因によって決定されますが、その主要なものとしては「生計費」
と「労働市場における需給関係」と「生産性」の三要素で決定されるといってもいいでしょう。
賃金というものは長期的にみて安定的に上昇していくことが、社会的にも、企業的にも、また個人的にも望ましい方向であり
ますが、賃金上昇と生産性とにおいてギャップが大きく続くのであるならば、賃金の源泉であるパイが縮小し、企業が倒産し
てしまうことにもなりかねません。

賃金は生産性によってのみ決めることはできないけれど、長期的、マクロ的、結果的にみるならば、賃金の上昇に見合う生産
性向上が絶対条件となります。

賃 金 ＝ 労働装備率 × 資本生産性 × 価格 × 付加価値率 × 分配率

② 月例賃金と臨時給との関連

賃金原資が決定すれば、次に企業の生産性(業績)と各人の貢献度(成績･能力･情意)をどのように賃金を反映させるかでありま
すが、月例賃金にそれらを反映させないとするならば、変動的な賃金は、月例賃金で果たし得ない役割として臨時給に反映さ
せるべきと考えます。
月例賃金は安定的なベース年収とし、変動的な賃金は臨時給の成果配分方式の業績賞与で支給される方法も考え方の１つ
です。

年間臨時給

月例賃金 ＋ 生活一時金 ＋ 業績賞与

ベース年収



２．職能給・役割給の導入検討

① 職能給の設定

職能給は職能資格等級制度での範囲職能給と同じもので賃金制度改定における賃金調整(バッファー)として用います。

重複型(青天井型) 重複型 接合型 間隔型

能力主義的色彩(小) 能力主義的色彩(大)

範囲給の４つのタイプにおける能力主義的色彩の強弱は、重複型(青天井型)が弱く、間隔型が一番強とされています。重複型(青天井
型)範囲給においては、下位等級の上限値が上位等級の下限値を上回ることで能力主義的色彩を弱くするもので、このことは本来の範
囲給定義を歪め、年功的運用の原因となります。
新賃金制度への移行当初は、重複型範囲職能給で設計する方が移行原資が少なくて済み、一番無理なく実務的だと考えられます。し
かし、重複型範囲職能給で移行するにしても最低次のポイントを押さえなければ将来、能力主義への移行が難しくなります｡

・ ２等級下位の上限金額が当該等級の下限金額を上回らない、もしくは重複度が１．５以下であること。
・ 職能給号俸を可能な限り少なくすること。
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② 役割給の考え方

役割給は、次のとおり設定されます。

・ 役割グレード別に基準額を設定
・ 毎年洗い替え方式で決定

本来、管理職であれば役職手当として役割や責任に応じて支給するものでありましたが、基本給に組み入れ、各人が役割や
責任を果たしたかどうかを考課して支給しようとするものです。
役割給の比率を多くするにつれて、能力主義から実力主義賃金に移行し、年棒制への移行が可能となります｡

［職能給表の例］

等級 1 2 3 4
初号給 178,000 187,000 211,000 229,000
ベア

昇給ピッチ 1,400 1,400 1,500 1,600
号捧

1 178,000 187,000 211,000 229,000
2 179,400 188,400 212,500 230,600
3 180,800 189,800 214,000 232,200
4 182,200 191,200 215,500 233,800
5 183,600 192,600 217,000 235,400
6 185,000 194,000 218,500 237,000
7 186,400 195,400 220,000 238,600
8 187,800 196,800 221,500 240,200
9 189,200 198,200 223,000 241,800
10 190,600 199,600 224,500 243,400
11 192,000 201,000 226,000 245,000
12 193,400 202,400 227,500 246,600
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［役割給表の例］

職 群 グレード Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
Ⅴ 87,430 84,780 82,130 79,480 75,000
Ⅳ 83,180 80,830 78,480 74,300 71,950

介護職 Ⅲ 78,930 76,880 73,000 70,950 68,900
Ⅱ 74,680 71,100 69,350 67,600 65,850
Ⅰ 68,800 67,250 65,700 64,150 62,600

Ⅴ 85,600 82,950 80,300 77,650 75,000
Ⅳ 81,350 79,000 76,650 74,300 71,950

事務職 Ⅲ 77,100 75,050 73,000 70,950 68,900

Ⅱ 72,850 71,100 69,350 67,600 65,850
Ⅰ 68,800 67,250 65,700 64,150 62,600
Ⅴ 122,500 115,880 109,250 102,630 96,000
Ⅳ 114,380 108,250 102,130 96,000 89,880

専任職 Ⅲ 106,250 100,630 95,000 89,380 83,750
Ⅱ 98,130 93,000 87,880 82,750 77,630
Ⅰ 90,000 85,380 80,750 76,130 71,500

Ⅴ 159,000 148,500 138,000 127,500 117,000
Ⅳ 145,500 136,000 126,500 117,000 107,500

管理職 Ⅲ 132,000 123,500 115,000 106,500 98,000

Ⅱ 118,500 111,000 103,500 96,000 88,500
Ⅰ 105,000 98,500 92,000 85,500 79,000
Ⅴ 182,000 165,750 149,500 133,250 117,000
Ⅳ 162,750 147,500 132,250 117,000 101,750

専門職 Ⅲ 143,500 129,250 115,000 100,750 86,500
Ⅱ 124,250 111,000 97,750 84,500 71,250
Ⅰ 105,000 92,750 80,500 68,250 56,000
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Ⅳ．コンサルティング費用

１．体系的処遇改善（資格制度、人事考課制度）

２．報酬管理（賃金制度）

８００,０００円（税込）

８００,０００円（税込）

※１ 上記諸条件に合致された場合は、厚生労働省の「介護労働環境向上奨励金（雇用管理制度等助成）」の対象となります。
（詳しくは、奈良労働局にお問い合せください。）

※２ 奨励金申請につきましては、当社専任の社会保険労務士がお手伝いいたしますのでご安心ください。

※１ １．２．共にコンサルティング期間は、４ヶ月～６ヶ月とします。
※２ １．２．共にコンサルティング期間のヒアリング・セッションは、６回～８回実施します。

Ⅴ．介護労働環境向上奨励金（雇用管理制度等助成）の概要

雇用管理制度整備計画を提出し、都道府県労働局の認定を受けて導入し、雇用管理の改善を図った場合に、計画期間内に
導入した雇用管理制度等の導入・適用に要した費用の１／２（導入した制度の内容に応じて２０万円～４０万円、総額で１００万円
を上限）が助成されます。

１．雇用保険の適用事業主であること。
２．介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事業主であること。
３．賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、都道府県の労働局の要請により
提出する事業主であること。

４．都道府県の労働局が審査及び現地確認に協力する事業主であること。
５．雇用管理制度整備等計画の提出日の６ヶ月前の日から支給申請の提出の日までの期間において事業主の都合により解雇し
ていない事業主であること。

６．その他の要件（詳しくは、奈良労働局にお尋ねください。）

受給できる事業主の主な要件
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